
 このカードは、最終合格決定後の採用事務に使用する資料ですので、記入上の注意事項をよく読み、下
欄にかい書で丁寧に記入し、第２次試験の人物試験の際に持参し、試験終了後、係員に提出してください。 
なお、記載内容は試験の合否には関係ありません。 

Ｕ２－２０２５ 採用志望カード（法務省専門職員試験） 
※整理番号 ※得 点 ① 試験の区分 

□ 心理Ａ    □ 心理Ｂ 

□ 教官Ａ    □ 教官Ｂ 

□ 教Ａ社会   □ 教Ｂ社会 

□ 保護観察官 

② 第１次試験地 ③ 受験番号 

（ふりがな） ⑤ 生年月日・年齢 ⑥ 特技・資格 

□ 昭和 

□ 平成 

 

年  月  日      

（   歳） 

④ 氏 名 

 
⑦ 連絡先   〒            住所                               
 
                                                                  方 
 
   １ 電話番号 （   ）    －           方  □ 自宅 □ 携帯 
 
   ２ 電話番号 （   ）    －           方  □ 自宅 □ 携帯 
    
⑧ 最終学歴                 □ 平成・令和     年卒・修 

  学校名                  □ 卒 見 ・ 修 見 

    学部・学科、研究科・専攻名        □    学年在 

                            □ 平成・令和    年中退（  学年） 
   
 
  中退の場合はその前の学歴                           
                                □平成 
                                                 □令和   年卒 
  
   
⑨ 志望勤務地 
  

□ どこでもよい 

□ 特に志望する（裏面参照） 

第１希望          

第２希望          

第３希望          

   
  

  

⑩ 意 向 

  □ 合格後令和８年４月１日より前から勤務できる 

（令和  年  月から） 

 □ 令和８年４月１日から勤務できる 

 □ 令和８年  月まで採用延期を希望する 

 □ 進学・進級優先 

 □ 他の就職先優先 

⑪ 勤務官署（現在公務員の方に限る） 
                       □ 常 勤 
 

                □ 非常勤 

⑫ 備考 
   
 
 

（記入上の注意事項） 

１ ※印欄には何も記入しないでください。 

２ 選択肢のあるものは、該当する項目の□にレ印を付けてください。 

３ ⑥の「特技・資格」には、業務遂行上有益と思われるもの（公認心理師、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、

教員免許、職業訓練指導員免許、外国語、柔剣道など）を記入してください。 

４ ⑦の「連絡先」は、最終合格決定後、採用予定庁からの連絡が取れる住所及び電話番号を記入し、電話番号が複数ある

場合は、連絡の取りやすい方を１に、その他を２に記入してください。 

５ ⑧の「最終学歴」が中退の場合は、その前の学歴も記入してください。 

６ ⑨の「志望勤務地」は、裏面を参照の上、特に志望する勤務地があれば、矯正心理専門職及び法務教官区分の受験者は

都道府県名を、保護観察官区分の受験者は地方名を記入してください。 

７ ⑫の「備考」には、公務員以外の職業に就いている場合の職業（例 会社員等）を記入してください。ま

た、その他採用事務の参考となることがあれば、記入してください。 

【記入された個人情報は、個人情報保護法に基づき、適正に管理します。】 



（矯正心理専門職及び法務教官） （保護観察官）

施　設　名 都道府県名 施　設　名 都道府県名 庁　名 地方名

（北海道矯正管区） （近畿矯正管区） 北海道地方更生保護委員会

札幌刑務所 北海道 大阪刑務所 大阪府 　札幌保護観察所

北海少年院 北海道 京都医療少年院 京都府 　函館保護観察所

 （分院）紫明女子学院 北海道 浪速少年院 大阪府 　旭川保護観察所

札幌少年鑑別所 北海道 交野女子学院 大阪府 　釧路保護観察所

　（分所）函館少年鑑別支所 北海道 和泉学園 大阪府 東北地方更生保護委員会

　（分所）釧路少年鑑別支所 北海道  （分院）泉南学寮 大阪府 　青森保護観察所

旭川少年鑑別所 北海道 加古川学園 兵庫県 　盛岡保護観察所

（東北矯正管区）  （分院）播磨学園 兵庫県 　仙台保護観察所

宮城刑務所 宮城県 奈良少年院 奈良県 　秋田保護観察所

盛岡少年院 岩手県 大津少年鑑別所 滋賀県 　山形保護観察所

東北少年院 宮城県 京都少年鑑別所 京都府 　福島保護観察所

 （分院）青葉女子学園 宮城県 大阪少年鑑別所 大阪府 関東地方更生保護委員会

青森少年鑑別所 青森県 神戸少年鑑別所 兵庫県 　水戸保護観察所

仙台少年鑑別所 宮城県 奈良少年鑑別所 奈良県 　宇都宮保護観察所

　（分所）盛岡少年鑑別支所 岩手県 和歌山少年鑑別所 和歌山県 　前橋保護観察所

　（分所）山形少年鑑別支所 山形県 （中国矯正管区） 　さいたま保護観察所

秋田少年鑑別所 秋田県 広島刑務所 広島県 　千葉保護観察所

福島少年鑑別所 福島県 岡山少年院 岡山県 　東京保護観察所

（関東矯正管区） 広島少年院 広島県 　横浜保護観察所

府中刑務所 東京都  （分院）貴船原少女苑 広島県 　新潟保護観察所

川越少年刑務所 埼玉県 松江少年鑑別所 島根県 　甲府保護観察所

茨城農芸学院 茨城県 岡山少年鑑別所 岡山県 　長野保護観察所

水府学院 茨城県 広島少年鑑別所 広島県 　静岡保護観察所

喜連川少年院 栃木県  （分所）鳥取少年鑑別支所 鳥取県 中部地方更生保護委員会

赤城少年院 群馬県 山口少年鑑別所 山口県 　富山保護観察所

榛名女子学園 群馬県 （四国矯正管区） 　金沢保護観察所

八街少年院 千葉県 丸亀少女の家 香川県 　福井保護観察所

多摩少年院 東京都 四国少年院 香川県 　岐阜保護観察所

徳島少年鑑別所 徳島県 　名古屋保護観察所

高松少年鑑別所 香川県 　津保護観察所

愛光女子学園 東京都 松山少年鑑別所 愛媛県 近畿地方更生保護委員会

久里浜少年院 神奈川県 高知少年鑑別所 高知県 　大津保護観察所

新潟少年学院 新潟県 （九州矯正管区） 　京都保護観察所

有明高原寮 長野県 福岡刑務所 福岡県 　大阪保護観察所

駿府学園 静岡県 筑紫少女苑 福岡県 　神戸保護観察所

水戸少年鑑別所 茨城県 福岡少年院 福岡県 　奈良保護観察所

宇都宮少年鑑別所 栃木県 人吉農芸学院 熊本県 　和歌山保護観察所

前橋少年鑑別所 群馬県 中津少年学院 大分県 中国地方更生保護委員会

さいたま少年鑑別所 埼玉県 大分少年院 大分県 　鳥取保護観察所

千葉少年鑑別所 千葉県 沖縄少年院 沖縄県 　松江保護観察所

東京少年鑑別所 東京都 （分院）沖縄女子学園 沖縄県 　岡山保護観察所

東京西少年鑑別所 東京都 福岡少年鑑別所 福岡県 　広島保護観察所

横浜少年鑑別所 神奈川県  （分所）小倉少年鑑別支所 福岡県 　山口保護観察所

新潟少年鑑別所 新潟県 佐賀少年鑑別所 佐賀県 四国地方更生保護委員会

甲府少年鑑別所 山梨県 長崎少年鑑別所 長崎県 　徳島保護観察所

長野少年鑑別所 長野県 熊本少年鑑別所 熊本県 　高松保護観察所

静岡少年鑑別所 静岡県 大分少年鑑別所 大分県 　松山保護観察所

（中部矯正管区） 宮崎少年鑑別所 宮崎県 　高知保護観察所

名古屋刑務所 愛知県 鹿児島少年鑑別所 鹿児島県 九州地方更生保護委員会

湖南学院 石川県 那覇少年鑑別所 沖縄県 　福岡保護観察所

瀨戸少年院 愛知県 　佐賀保護観察所

愛知少年院 愛知県 　長崎保護観察所

宮川医療少年院 三重県 　熊本保護観察所

金沢少年鑑別所 石川県 　大分保護観察所

岐阜少年鑑別所 岐阜県 　宮崎保護観察所

名古屋少年鑑別所 愛知県 　鹿児島保護観察所

　（分所）富山少年鑑別支所 富山県 　那覇保護観察所

　（分所）福井少年鑑別支所 福井県

津少年鑑別所 三重県

中国

東北

東日本少年矯正医療・
教育センター

東京都

九州

関東

（備考）
※保護観察官区分からの採用者は、地方更生保
護委員会又は保護観察所での採用となります。

（備考）
※矯正心理専門職区分からの採用者
は、主に少年鑑別所での採用となりま
すが、刑事施設（札幌刑務所、宮城刑
務所、府中刑務所、川越少年刑務所、
名古屋刑務所、大阪刑務所、広島刑務
所及び福岡刑務所等）で採用される場
合もあります。
※法務教官区分からの採用者は、主に
少年院又は少年鑑別所での採用となり
ますが、刑事施設（府中刑務所及び川
越少年刑務所）で採用される場合もあ
ります。

四国

少年院、少年鑑別所及び刑事施設の所在地
地方更生保護委員会及び
保護観察所の所在地

北海道

中部

近畿



 注 意 事 項  

 

① 専門学校（専修学校の専門課程）修了（見込）者の方

は、別紙１の証明書用紙に、専修学校の専門課程の修

了又は修了見込証明を受け、第２次試験（人物試験）当

日に必ず提出してください。 

 

② 高等学校の専攻科の課程修了（見込）者の方は、別

紙２の証明書用紙に、高等学校の専攻科の課程の修了

又は修了見込証明を受け、第２次試験（人物試験）当日

に必ず提出してください。 

 

③ 短期大学、高等専門学校等（①又は②以外）の課程

修了（見込）者の方は、別紙１又は別紙２の証明書用紙

は使用せず、受験申込みの際に登録した学校の発行す

る卒業証明書又は卒業見込証明書を第２次試験（人物

試験）当日に必ず提出してください。 

 

 いずれの場合も、期限までに提出しなかった場合に 

は、受験が無効となりますので御注意ください。 



別紙１

短期大学相当の専修学校の専門課程修了（見込）者用（例）

修 了
証 明 書

修了見込

氏 名：

生 年 月 日： 平成 年 月 日生

上記の者は、 年 月 学校

課程 学科 年制 昼夜別

の修了（見込）者（次の２の課程にあっては、当該課程への入学が平成２９年４月１日
前である者に限る ）であることを証明します。。

なお、上記の課程は、次のとおりです （次の１又は２に○を付してください ）。 。
１ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、修業年限が２年以上であり、か
つ、総授業時数が１，７００時間以上又は総単位数が６２単位以上の授業の履修を
義務付けている課程

２ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、修業年限が２年以上であり、か
つ、１，６００時間以上の授業の履修を義務付けている課程であって、当該履修の
成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められる
ことを修了の要件とするもの

年 月 日

証 明 者 所 在 地

学 校 名

学校長名

試験の名称 第１次試験地 試験の区分 受験番号

（短期大学相当の専修学校の専門課程修了(見込)者用）



別紙２

短期大学相当の高等学校の専攻科の課程修了（見込）者用（例）

修 了

証 明 書

修了見込

氏 名：

生 年 月 日： 平成 年 月 日生

上記の者は、 年 月 高等学校

専攻科 課程 学科 年制

の修了（見込）者であることを証明します。

なお、上記の課程は、学校教育法に基づく高等学校の専攻科の課程のうち、同法第

５８条の２の文部科学大臣が定める基準を満たす課程です。

年 月 日

証 明 者 所 在 地

学 校 名

学校長名

試験の名称 第１次試験地 試験の区分 受験番号

（短期大学相当の高等学校の専攻科の課程修了(見込)者用）


